
一 頁 

 

○ 平 成 六 年 郵 政 省 告 示 第 七 十 二 号 （ 端 末 設 備 で あ っ て 電 波 を 使 用 す る も の の う ち 、 利 用 者 か ら の 接 続 の 請 求 を 拒 め な い も の を 定 め る 件 ） の 一 部 を 改 正 す る 告

示 案 新 旧 対 照 表                                                   （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改  正  案 現     行 

一 端 末 設 備 を 構 成 す る 一 の 部 分 と 他 の 部 分 相 互 間 に お い て 電 波 を 使 用 す る

端 末 設 備 

一 端 末 設 備 を 構 成 す る 一 の 部 分 と 他 の 部 分 相 互 間 に お い て 電 波 を 使 用 す る

端 末 設 備 

１ ・ ２ （ 略 ） １ ・ ２ （ 略 ） 

３ 電 波 法 第 四 条 第 三 号 に 規 定 す る 無 線 局 で あ っ て 、 電 波 法 施 行 規 則 第 六

条 第 四 項 第 二 号 に 規 定 す る 特 定 小 電 力 無 線 局 の 無 線 設 備 の う ち 、 平 成 元

年 郵 政 省 告 示 第 四 十 二 号 （ 特 定 小 電 力 無 線 局 の 電 波 の 型 式 及 び 周 波 数 並

び に 空 中 線 電 力 を 定 め る 件 ） に 規 定 す る テ レ メ ー タ ー 用 、 テ レ コ ン ト ロ

ー ル 用 及 び デ ー タ 伝 送 用 の も の （ キ ャ リ ア セ ン ス の 備 付 け を 要 し な い も

の を 除 く 。 ） 、 体 内 植 込 型 医 療 用 デ ー タ 伝 送 用 の も の （ 体 外 無 線 制 御 設 備

に 限 る 。 ） 及 び 動 物 検 知 通 報 シ ス テ ム 用 の も の を 使 用 す る 端 末 設 備 

３ 電 波 法 第 四 条 第 三 号 に 規 定 す る 無 線 局 で あ っ て 、 電 波 法 施 行 規 則 第 六

条 第 四 項 第 二 号 に 規 定 す る 特 定 小 電 力 無 線 局 の 無 線 設 備 の う ち 、 平 成 元

年 郵 政 省 告 示 第 四 十 二 号 （ 特 定 小 電 力 無 線 局 の 電 波 の 型 式 及 び 周 波 数 並

び に 空 中 線 電 力 を 定 め る 件 ） に 規 定 す る テ レ メ ー タ ー 用 、 テ レ コ ン ト ロ

ー ル 用 及 び デ ー タ 伝 送 用 の も の （ キ ャ リ ア セ ン ス の 備 付 け を 要 し な い も

の を 除 く 。 ） 、 体 内 植 込 型 医 療 用 デ ー タ 伝 送 用 の も の （ 体 外 無 線 制 御 設 備

に 限 る 。 ） 、 ミ リ 波 画 像 伝 送 用 の も の 、 ミ リ 波 デ ー タ 伝 送 用 の も の 及 び 動

物 検 知 通 報 シ ス テ ム 用 の も の を 使 用 す る 端 末 設 備 

４ ～ ９ （ 略 ） ４ ～ ９ （ 略 ） 

二 （ 略 ） 二 （ 略 ） 
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